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我が国と同等の水準にあると認められる免許の制度を有している外国等について（通達）

「「外国免許関係事務取扱い要領」の改正について」（令和４年９月20日付け警察庁丙

運発第30号）の別添「外国免許関係事務取扱い要領」（以下「外免取扱い要領」という。）

第１章第１、２(2)ア(ｲ)の自動車等の運転について必要な知識に関する質問及び自動車等

の運転に関する実技に関する特例の対象となる「我が国と同等の水準にあると認められる

免許の制度を有している外国等」に、令和５年４月24日からアメリカ合衆国コロラド州を

指定し、下記のとおりとするので、対応に誤りのないようにされたい。

なお、「我が国と同等の水準にあると認められる免許の制度を有している外国等につい

て」（令和４年10月12日付け警察庁丁運発第212号）は令和５年４月24日をもって廃止と

する。

記

１ 外免取扱い要領第１章第１、２(2)ア(ｲ)の外国等（自動車等の運転について必要な知

識に関する質問及び自動車等の運転に関する実技の免除）

○１アイスランド、○２アイルランド、○３アメリカ合衆国（オハイオ州、オレゴン州、

コロラド州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州に限る。）、

○４イギリス、 ○５イタリア、○６オーストラリア、○７オーストリア、○８オランダ、

○９カナダ、○10韓国、 ○11ギリシャ、○12スイス、○13スウェーデン、○14スペイン、

○15 スロベニア、○16 チェコ、○17 デンマーク、○18 ドイツ、○19 ニュージーランド、

○20 ノルウェー、㉑ハンガリー、㉒フィンランド、㉓フランス、㉔ベルギー、

㉕ポーランド、㉖ポルトガル、㉗モナコ、㉘ルクセンブルク、㉙台湾の29か国・地域

２ 外免取扱い要領第１章第１、２(2)イの外国等（自動車等の運転に関する実技の免除）

○１アメリカ合衆国（インディアナ州に限る。）


